
町制施行５０周年記念事業基本方針 

 

基本理念 

 川島町は、令和４年（2022年）１１月３日に町制施行５０周年を迎えます。 

町制施行５０周年という大きな節目を迎えるにあたり、記念事業などを通じて、これ

まで先人たちが築いてきたまちづくりの歴史などを振り返り、多くの町民等が参加し、

町全体で祝うとともに、未来を展望しながら更なる発展を目指し、これからの川島町の

まちづくりにつなげます。 

 

基本方針 

・「川島町」への誇りと愛着を高める 

・様々な記念事業を通じ、町民等が連携し交流を深める 

・次世代を担う子供たちの夢や希望を育み、これからも住み続けたい川島町のまちづく

りを考える 

・魅力ある川島を町内外に向けて情報発信する 

 

実施期間 

 令和４年１月１日～令和４年１２月３１日 

 

事業構成 

 町主催事業、町民主催事業、連携事業の３つに分け、企画及び実施するものとする。 

（１）町主催事業 

核となる記念式典や町制施行５０周年記念事業基本方針に合致した事業や５０

周年に合わせて既存事業を充実して実施する。 

（２）町民主催事業 

町民及び町民団体が自ら企画・提案・実行する事業や既存事業を充実して実施す

る。 

（３）連携事業 

   企業や各種団体等と連携した事業を実施する。 

 

推進体制 

（１）課長会議 

   各課が連携し、全町一体となって記念事業を推進するため、町制施行５０周年記

念事業プロジェクトチームでの検討の報告を受けるとともに、基本方針、実施計画

等に関する調整・決定を行う。 

 

（２）町制施行５０周年記念事業プロジェクトチーム 

   各課の主幹級以下の職員で構成し、記念事業の具体的な検討を行う。 


